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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和2年9月24日(2020.9.24)

【公表番号】特表2019-530298(P2019-530298A)
【公表日】令和1年10月17日(2019.10.17)
【年通号数】公開・登録公報2019-042
【出願番号】特願2019-508919(P2019-508919)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｒ   1/00     (2006.01)
   Ａ６２Ｂ  18/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｒ    1/00     ３１８Ｄ
   Ａ６２Ｂ   18/08     　　　Ａ
   Ｈ０４Ｒ    1/00     ３１７　

【手続補正書】
【提出日】令和2年8月17日(2020.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの骨伝導要素（１２）を含む骨伝導装置（１０）と、
　前記骨伝導装置（１０）が結合されたウェアラブル装置（１６）であって、複数の支持
軸に沿って前記少なくとも１つの骨伝導要素（１２）を安定させるウェアラブル装置（１
６）と、
　を備える、骨伝導通信システム（５）。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの骨伝導要素（１２）は、前記ウェアラブル装置（１６）の第１の
位置に結合された第１の骨伝導要素（１２ａ）と、前記ウェアラブル装置（１６）の第２
の位置に結合された第２の骨伝導要素（１２ｂ）とを含む、請求項１に記載の骨伝導通信
システム（５）。
【請求項３】
　前記ウェアラブル装置（１６）は呼吸マスクである、請求項２に記載の骨伝導通信シス
テム（５）。
【請求項４】
　前記ウェアラブル装置（１６）は、面体（２０）と、前記面体（２０）に結合された通
信コントローラハウジング（２２）とをさらに含み、前記通信コントローラハウジング（
２２）は通信コントローラ（６２）を含み、前記通信コントローラ（６２）は、
　プロセッサ（１４０）及びメモリ（１４２）を有する処理回路（１３８）と、
　通信ユニット（１４４）を有する通信コントローラトランシーバ（１２６）と、
　を備え、
　前記通信コントローラ（６２）は前記骨伝導装置（１０）と電気的に通信する、請求項
１に記載の骨伝導通信システム（５）。
【請求項５】
　ウェアラブル装置（１６）、第１の骨伝導要素（１２ａ）、第２の骨伝導要素（１２ｂ
）、及びバンド（３６）を備える骨伝導通信システム（５）であって、



(2) JP 2019-530298 A5 2020.9.24

　前記ウェアラブル装置（１６）は、前記ウェアラブル装置（１６）の第１の側に第１の
ストラップ結合要素（４０ａ）を、前記ウェアラブル装置（１６）の第２の側に第２のス
トラップ結合要素（４０ｂ）を有し、
　前記第１の骨伝導要素（１２ａ）は、
　　第１の骨伝導トランスデューサ（９８）と、
　　プロセッサ（１３０）およびメモリ（１３２）を有し、前記第１の骨伝導トランスデ
ューサ（９８）と電気的に通信する第１の処理回路（１２８）と、
　　通信ユニット（１２２）を有し、前記第１の骨伝導トランスデューサ（９８）が第１
の処理回路（１２８）と通信する第１のトランシーバ（１２０）と、
　　前記第１のトランシーバ（１２０）及び前記第１の骨伝導トランスデューサ（９８）
と通信する第１の増幅器（１３４）と、
　　前記第１の増幅器（１３４）、前記第１のトランシーバ（１２０）、及び前記第１の
処理回路（１２８）と通信する第１の電源（１３６）と、
　を含み、
　前記第２の骨伝導要素（１２ｂ）は、
　　第２の骨伝導トランスデューサ（９８）と、
　　プロセッサ（１３０）及びメモリ（１３２）を有し、前記第２の骨伝導トランスデュ
ーサ（９８）と通信する第２の処理回路（１２８）と、
　　通信ユニット（１２２）を有し、前記第２の処理回路（１２８）と通信する第２のト
ランシーバ（１２０）と、
　　前記第２のトランシーバ（１２０）及び前記第２の骨伝導トランスデューサ（９８）
と通信する第２の増幅器（１３４）と、
　　前記第２の増幅器（１３４）、前記第２のトランシーバ（１２０）、及び前記第２の
処理回路（１２８）と通信する第２の電源（１３６）と、
　を含み、
　前記バンド（３６）は、第１の端部（７４）及び前記第１の端部（７４）とは反対側に
ある第２の端部（７６）を有し、
　前記第１の骨伝導要素（１２ａ）が前記第１の端部（７４）に位置し、前記第２の骨伝
導要素（１２ｂ）が前記第２の端部（７６）に位置し、前記バンド（３６）は、前記第１
の骨伝導要素（１２ａ）が前記第１のストラップ結合要素（４０ａ）に結合されるように
、かつ前記第２の骨伝導要素（１２ｂ）が前記第２のストラップ結合要素（４０ｂ）に結
合されるように前記ウェアラブル装置（１６）に結合されており、前記第１の骨伝導要素
（１２ａ）及び前記第２の骨伝導要素（１２ｂ）がそれぞれ複数の支持軸に沿って前記バ
ンド（３６）と前記ウェアラブル装置（１６）とによって安定化されている、骨伝導通信
システム（５）。
【請求項６】
　ウェアラブル装置（１６）であって、
　　面体（２０）と、
　　プロセッサ（１４０）及びメモリ（１４２）を備える処理回路（１３８）を有する通
信コントローラ（６２）と、
　　前記面体（２０）に結合されており、少なくとも１つのストラップ結合要素（４０）
を含む顔係合シール（３２）と、を含むウェアラブル装置（１６）と、
　前記少なくとも１つのストラップ結合要素（４０）内にある少なくとも１つの骨伝導ト
ランスデューサ（９８）であって、複数の支持軸に沿って前記少なくとも１つのストラッ
プ結合要素によって安定化されており、前記通信コントローラ（６２）と電気的に通信す
るように構成された骨伝導トランスデューサ（９８）と、
　を備える骨伝導通信システム（５）。
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